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１　趣旨
　諫早市では、本明川河川敷（高来地域）を活用した地域の振興を図るため、本明川「幻の高来そば」等検討協議会（以下「協議会」という。）を設置し、地域の合意形成を図っており、令和３年８月に河川管理者（国土交通省）から都市・地域再生等利用区域（以下「当該区域」という。）の指定を受け、現在、２つの団体が施設使用者となっているところです。
今回、使用期間の満了に伴い、河川敷地占用許可準則（以下「準則」という。）第四章「都市及び地域の再生等のために利用する施設に係る占用の特例」に基づき、当該区域内における諫早市の占用施設（そば畑、フラワーゾーン等）を使用し営業活動を行う者（以下「施設使用者」という。）の募集を次のとおり行います。

２　施設使用者の基本要件
　当該区域において、恒常的な賑わいを創出する取り組みを行う者であること。また、地域と共同して良好な水辺空間の保全活動を行うことができる者であること。

３　実施場所と立地の概要
（1） 場所
対象区域は、一級河川本明川左岸の別添平面図に示す区域とする。
（2） 利用区域の面積
235,000㎡（合計）
217,400㎡（深海地区）
　17,600㎡（黒崎地区）
（3） 位置図・付近見取り図
別紙1「位置図」参照
別紙2「占用区域平面図（深海地区）」参照
別紙3「占用区域平面図（黒崎地区）」参照

４　募集条件等
（1） 使用形態
そば畑、フラワーゾーン等及びこれらと一体を成す売店等
（2） 使用箇所及び面積
別紙2「占用区域平面図（深海地区）」参照
別紙3「占用区域平面図（黒崎地区）」参照
合計占用面積　　　　　　235,000㎡
1 深海地区　　　　　　 217,400㎡
2 黒崎地区　　　　　　 　17,600㎡

（3） 使用期間
令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。
（4） 営業時間、定休日、周知、営業時間外の対策
1 営業時間
売店等の営業時間は、原則午前９時から午後５時までの範囲とする。ただし、季節、天候その他の条件により施設使用者の裁量にて判断できるものとする。
2 定休日
売店等の定休日は、規定しないものとする。施設使用者が設定する場合は、現地案内表示、ホームページ等により表示すること。
（5） 使用権の譲渡の禁止
自ら営業し、使用権の譲渡はできない。
（6） 売店
移動撤去可能な簡易なもの（仮設テント、移動販売車等）により行うこと。
（7） 利用者への安全確保
水難事故や利用区域内の交通事故等に対する防止対策を講じること。
チラシ、看板及び巡回等により十分な対策をとり利用者の安全を確保する。
（8） 環境美化、地域への貢献
1 利用区域内の清掃に努めること。
2 住宅に近接した場所であることに配慮し、地域住民と協力体制をとり、事業の運営にあたるとともに、地域の意見、要望に迅速かつ柔軟に対応すること。
3 騒音対策など周辺環境に十分配慮し、公共空間としての適正管理に努めること。
（9） 第三者への対応
1 苦情等が発生した場合は誠実に対応すること。
2 利用区域にあって、自己の使用に起因し、又はこれに関連して第三者に損害があったときは責任を持って解決を図り、損害賠償が発生した際の責務を負う。また、不測の事態に備えて賠償責任保険に加入すること。
（10） 事故等への対応
1 利用区域内及び周辺において事故等が発生した場合は、その救護等必要な措置を行うこと。
2 事故等が発生した場合は、占用者へ速やかに報告すること。
3 増水等の緊急時に備えて「安全対策マニュアル」を作成すること。
（11） 法令遵守、報告
1 年1回以上、事業計画書及び実績報告書を提出すること。
2 施設の利用状況等の報告について依頼された場合、遅滞なく行うこと。
3 使用にあたり関係法令を遵守すること。また、占用者からの運営上必要な指導に速やかに従うこと。
4 都市・地域再生等利用区域の「許可方針」、占用許可条件に基づく「許可条件」の内容を遵守すること。
5 （９）（１０）における該当事項があった場合には、すみやかに占用者に報告すること。
（12） 契約の解除
次の各号に該当する場合には本契約を解除する。
1 河川敷地の占用期間が満了し、事業を終了したとき。
2 使用について関係行政庁から許可の取消し又は停止処分を受けたとき。
3 占用者が行う調査に応じず、またその妨害をしたとき。
4 本契約の規定に対して重大な違反があったとき。
5 施設使用者に起因する問題が発生し、占用者の申入れを受け入れないとき又は申入れを受けたにもかかわらず改めないとき。
（13） 原状回復義務
契約期間満了又は施設使用者に起因する契約解除により退去する場合は、原状回復のうえ返還するものとする。
（14） 損害賠償請求
1 契約期間の満了後、又は本契約の解除に伴い退去する場合、それを理由に損害の補填又は補償を占用者、河川管理者及び協議会に請求することはできない。
2 自己が予想した営業利益を上げられなかった場合、それを理由にその損害の補填又は補償を占用者、河川管理者及び協議会に請求することはできない。
（15） 契約内容の変更
契約内容についての見直し、変更を占用者に申し出ることができる。この場合は占用者と協議のうえ、合意を得た内容についてのみ変更するものとする。
（16） 誠実義務等
本契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし誠実に履行しなければならない。本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項については、占用者と誠意をもって協議のうえ解決するものとする。

５　施設使用者の経費負担
　施設利用者は、以下に掲げる経費を負担するものとする。
（1） 使用準備に関する費用・運営費・維持管理費
（2） 清掃・環境・安全確保対策に関する費用
（3） 増水時の工作物等の移動に関する費用
（4） 原状回復費用

６　募集方法
（1） スケジュール
募集要項の公表　令和８年２月９日
質問書受付　　　　令和８年２月９日～２月１６日
質問書回答　　　　令和８年２月１８日
応募書類受付　　　令和８年２月９日～２月２０日
[bookmark: _GoBack]審査結果通知　　　令和８年３月中旬
使用契約締結　　　令和８年４月１日

（2） 応募資格
応募者は、本要項に定める内容及び条件等を十分理解し、かつ、十分な運営力及び信用を有する、諫早市内に事務所又は事業所を有する法人又は地域活動団体（事業者等）であること。
また、次のいずれかの項目に該当する場合は、応募資格を有しないものとする。なお、応募以降、審査終了までに該当した場合は、応募資格を失うものとする。応募資格の基準日は「参加申請書」の申請日とする。
1 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各　号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
（ア）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう、以下同じ。）
（イ）暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団をいう。以下同じ）
（ウ）暴力団が役員となっている事業者
（エ）暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者
（オ）暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者
（カ）暴力団（員）に経済上の利益や便宜を供与している者
（キ）役員等が暴力団（員）と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に避難される関係を有している者
（ク）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用している者
2 事業者の場合は、諫早市から指名停止等の措置を受けていないこと。
3 書類提出時に市税、県税又は国税を滞納していないこと。
4 法令等の規定により許認可等が必要とされる場合は、許認可等の条件となる免許を有していない者
（3） 応募方法
受付期間内（令和８年２月９日～２月２０日）に（５）の応募書類を全て整えて事務局へ持参すること（土日祝日を除く午前９時～午後４時の間）
郵送、宅配便等での提出は不可とする。
（4） 質問及び回答方法
　　募集に関して疑義がある場合には、質問書を、事務局に送付（FAX可）すること。
　　（質問受付期間令和８年２月９日～２月１６日午後４時必着）
　　回答は、令和８年２月１８日午後４時までに、FAXにより行う。
　　回答内容については、募集要項と同等の効力を持つものとする。また、質問書の受付期間終了後の応募者に対しても同等の効力を持つものとする。
（5） 応募書類（３部（原本１部コピー２部とし、それぞれクリップ止めとすること）
申請時には、次の表の区分に従って必要な書類を全て提出すること
	内容
	提出
様式
	市　民
団体等
	法　人
	備考

	１ 参加申請書
	様式A
	○
	○
	

	２ 応募者概要説明書
	様式B
	○
	○
	

	３ 役員等名簿
	様式C
	○
	○
	

	４ 事業計画書
	様式D
	○
	○
	

	５ 商業登記簿謄本
	-
	
	○
	

	６ 規約（法人の場合は定款）
	-
	○
	○
	

	７ 国県市税について滞納がないことを証明する書類
	-
	○
	○
	市税等を納める義務が無い場合は、その旨を記載した申立書

	８ 身分証明書の写し
	-
	○
	○
	・顔写真付きの物
・代表者分を提出



（6） 応募書類作成上の留意点
　　以下の項目に留意して各提出書類を作成すること。
1 応募書類の言語は日本語、単位はメートル法、通貨は日本国通貨を使用すること。
2 応募書類で使用する文字の大きさは、原則として１０．５ポイント以上とする。図を用いる場合等の文字については、この限りではないが、文字が十分読み取れる程度とすること。
3 関係法令及び条例を遵守し、かつ募集要項に記載された条件を満たすとともに、必要な協議確認を行った上で応募書類を作成すること。
4 応募書類作成及び提出に必要な諸経費は、応募者の負担とする。
（7） 応募書類の取扱い
　　この応募に関して必要と認める場合を除き、提出された応募書類は公表しない。また、提出された応募書類は一切返却しない。
（8） 施設使用者の決定
　本明川「幻の高来そば」等検討協議会施設使用者選定等委員会（以下「選定委員会」という。）において、応募者の中から、企画内容等を総合的に審査の上、施設使用者の候補者（以下「候補者」という。）を選定する。

７　審査について
（1） 選定委員会
　　協議会の委員により構成される選定委員会が、応募書類及びヒアリング等の結果を踏まえて審査する。.
（2） 審査方法
   応募書類に基づき審査を行う。なお、選定委員会においてヒアリング等を行う。
（3） 審査基準
1 事業の安定性・継続性
2 地域、事業への理解度
（4） 候補者の決定時期及び審査結果の公表
1 候補者の決定は、令和８年３月下旬を予定している。
2 審査結果は各応募者に通知する。
3 なお、審査結果については、経過や内容についての問い合わせには一切応じない。
4 審査を実施した結果、一定の基準に達した応募者がないときは、選定しない場合がある。

８　募集・選定に関する留意事項
（1） 応募書類の提出後は、原則として記載内容の変更はできないものとする。
（2） 応募者が、次に掲げる事項に該当したときは、その者を選定の対象から除外し、又は候補者の決定を取り消すことがある。
1 応募書類に虚偽の記載があった場合
2 応募資格を満たしていないことが判明した場合
3 著しく社会的信用を損なう行為により、応募者が施設使用者として業務を行うことについて、ふさわしくないと協議会が判断した場合

９　使用契約締結
候補者は、施設の運用に関して、占用者（諫早市）との間で、本要項及び提案内容に基づき施設使用契約を締結すること。

１０　問い合わせ先（事務局）
　諫早市農林水産部干拓室
〒854-8601　諫早市東小路町７番１号
電話：0957-22-1500（内線2321）　　FAX：0957-22-2602
E-mail：kantaku@city.isahaya.nagasaki.jp
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